
             【概要】契約からの暴力団排除の仕組み     林政部・県土整備部・出納事務局共管        
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          入札参加資格者名簿登載（申請）者 

② 
疑 義 案 件 に 
ついて該当の有無を
照 会 

③ 
回答及び該当する場
合 は 、 排 除 要 請 

 治山課・技術検査課・出納管理課 

                名 簿 登 載  
入 札 参 加 資 格 停 止 

契 約      契 約 解 除 ※契約約款に解除 
 条項を追加 

③－２ 
県警本部が確認した
案 件 に 
対 す る 排 除 要 請 

 警察本部組織犯罪対策課   

① 
疑 義 案 件 に 
つ い て 県 警 
へ の 照 会 依 頼 

発注機関 

④ 
入札参加資格停止措置 

（公表） 

Ａ 

入
札
参
加
資
格
停
止 

Ｂ
契
約
解
除 

資 格 停 止 の 解 除 

⑤ 
入札参加資格停止
措 置 
解除の申出 

⑧ 
措置の解除 
（公表） 

⑥ 
申 出 案 件 に 
ついて改善の状況を
照 会 

⑦ 
改善の状況を回答 

 
○暴力団排除措置の概要は次のとおり。 
  １．入札参加資格者名簿登載者が、暴力団関係者である場合は、入札参加資格停止を行う。（Ａ） 

     （すでに契約締結済の場合は、契約解除を行う。）（Ｂ） 
  ２．県との契約業者に対し、契約約款により、暴力団から不当介入を受けた場合の通報義務を課す。 
    これに反した場合は、契約違反として入札参加資格停止を行う。（Ｃ） 

• 一般競争入札の 参
加を認めない   

• 指名競争入札の  指
名をしない 

• 随意契約の相手方
としない  



主な措置要件 具体例のイメージ 資格停止期間 

１．有資格者等(※)である法人等が暴力団であるとき。 
 

２．有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団員  
    であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与して 
  いるとき。 

当該認定した日から
１年を経過し、かつ、
改善されたと認めら
れる日まで 

３．有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団員 
      であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している 
      とき。 

当該認定した日から
９か月を経過し、 
かつ、改善されたと
認められる日まで 

４．有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、その 
     属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的、 
     若しくは第三者に 損害を加える目的をもって、暴力団又は 
     暴力団員等を利用しているとき。 

５．有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団 
     若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜 
     を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に 
     協力し、又は関与しているとき。 

６．有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、その理由 
      を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき  
      関係を有しているとき。 

７．有資格者等である個人若しくは法人等の役員等が、暴力団 
     若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与して 
     いる業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託   
     契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している 
     とき。 
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暴力団排除に関する措置基準（「暴力団排除措置要綱 『別表』 ）         
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※ 有資格者等：入札参加資格者名簿登載者及び随意契約の相手方 
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②通報 警察署 警察本部 

➌【契約義務違反】として資格停止措置 

発注機関 
・県庁各課 
・地方機関 

治山課 
技術検査課 
出納管理課 

岐阜県警察 

①通報指導     
・契約約款に警察への 
通報義務を規定 

 

 
 
 

必要に応じて履行の確保 
・工程の調整 
・工期の延長等 

➋通報無し 

県との契約業者に対し、契約約款により、暴力団から不当介入を受けた場合の通報義務を課す。 

これに反した場合 

Ｃ 暴力団関係者による不当介入への対応        
 

不当介入への対応の流れ 

契約義務違反として、「入札参加資格停止等措置要領」により入札参加資格を停止 

措置期間：当該認定した日から２週間～４か月  


